
告 示 (第980号－第984号)

○都市計画の変更 (都市計画課) １

○土地改良事業の協議の適否決定 (農村整備課) １

○道路の区域の変更 (道路維持課) １

○道路の供用の開始 (道路維持課) １

○開発行為に関する工事の完了 (都市計画課) ２

福岡県告示第980号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第21条第２項において準用する同法第18条第１

項の規定に基づき､ 次の都市計画を変更したので､ 同法第21条第２項において準用する

同法第20条第１項の規定により告示する｡

当該都市計画の図書は､ 福岡県建築都市部下水道課において公衆の縦覧に供する｡

平成20年６月16日

福岡県知事 麻 生 渡

飯塚都市計画下水道を変更 (明星寺川流域下水道)

福岡県告示第981号

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第96条の２第５項において準用する同法第８条

第１項の規定に基づき､ 市町村から協議のあった土地改良事業を平成20年５月30日付け

で適当であると決定したので､ 同法第96条の２第５項において準用する同法第８条第６

項の規定により公告し､ その関係書類を次のように縦覧に供する｡

平成20年６月16日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第982号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき､ 次のように道路の区

域を変更する｡

その関係図面は､ この告示の日から２週間､ 関係土木事務所において一般の縦覧に供

する｡

平成20年６月16日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第983号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき､ 次の道路の供用を平

成20年６月16日から開始する｡

その関係図面は､ この告示の日から２週間､ 関係土木事務所において一般の縦覧に供
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目 次

告 示

市町村名 事 業 名 縦覧に供する書類 縦 覧 期 間 縦覧場所

柳川市

農業用用排水施
設整備事業
(筑後川下流左
岸地区)

土地改良事業計画
書の写し

平成20年６月16日から
平成20年７月14日まで

柳川市役所

土木事
務所名

道路の
種 類

路線名
変 更
前後別

区 間
幅 員
(メートル)

延 長
(メートル)

田 川 県 道
田 川

線
犀 川

前

田川市大字伊田1555番19先
から
田川市大字伊田1555番21先
まで

4.1
～
8.0

23.5

後

田川市大字伊田1555番19先
から
田川市大字伊田1555番21先
まで

5.9
～
8.4

23.5
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する｡

平成20年６月16日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第984号

次の開発行為に関する工事が完了したので､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第

36条第３項の規定により公告する｡

平成20年６月16日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 開発区域に含まれる地域の名称

前原市大字加布里693－４及び1221

２ 開発許可を受けた者の所在地､ 名称及び代表者氏名

福岡市中央区港２丁目11番４号 ＳＴＯＮＥ ＭＡＲＫＥＴビル

株式会社ストーンマーケット 代表取締役 中村 泰二郎
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土木事
務所名

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間

宗 像
直 方

線
宗 像

宗像市吉留1170番先から
宗像市吉留1767番２先まで
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